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財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
案
）

一

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
七
章

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
七
条
・
第
百
二
十

第
七
章

特
定
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
七
条
・
第
百
二
十
八
条
）

八
条
）

第
八
章

外
国
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
九
条

第
百
三
十
三
条
）

－

第
八
章

特
定
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
二
十
九
条
・
第
百
三
十
条
）

第
九
章

外
国
会
社
の
財
務
諸
表
（
第
百
三
十
一
条

第
百
三
十
五
条
）

－

附
則

附
則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二

い
う
。
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
法
第
二
十

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
法
第
二
十

四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が

四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が

適
当
な
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い

適
当
な
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
（
以
下
「
財
務

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
（
以
下
「
財
務

書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主

書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
財
務
諸
表
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
財
務
書
類

資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
財
務
書
類

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
指
定
法
人
の
作
成
す
る
も
の
及
び
第
二
条
の
二
に

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
指
定
法
人
の
作
成
す
る
も
の
及
び
第
二
条
の
二
に

規
定
す
る
特
定
信
託
財
産
に
つ
い
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並

規
定
す
る
特
定
信
託
財
産
に
つ
い
て
作
成
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並

び
に
附
属
明
細
表
又
は
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基

び
に
附
属
明
細
表
又
は
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
国
際
会
計
基

準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

準
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
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一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九

一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九

十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成

十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成

す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
貸
借

す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
指
定
国
際
会
計
基
準
に
よ
り
作
成
が
求
め
ら
れ
る
貸
借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

計
算
書
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
は
、
第
一
条
の
三
を
除
き
、
こ
の
章
か
ら
第
八
章
ま
で
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

法
は
、
第
一
条
の
三
を
除
き
、
こ
の
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公

る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で

３

企
業
会
計
の
基
準
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
及
び
作
成
を
業
と
し
て
行
う
団
体
で

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た
企

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
が
作
成
及
び
公
表
を
行
つ
た

業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行
わ

企
業
会
計
の
基
準
の
う
ち
、
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
の
下
に
作
成
及
び
公
表
が
行

れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
一
般
に
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め
ら

わ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
一
般
に
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
基
準
と
し
て
認
め

れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
第
一
項

ら
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
第
一

に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る
も

項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る

の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
会
社
の
特
例
）

第
一
条
の
二

連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
会
社
の
う
ち
、
会
社
法
（
平
成
十

（
新
設
）

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社

（
第
二
条
に
規
定
す
る
別
記
事
業
を
営
む
株
式
会
社
又
は
指
定
法
人
を
除
く
。
第

七
章
に
お
い
て
「
特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
財
務
諸

表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
同
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
特
定
会
社
の
特
例
）

（
適
用
の
特
例
）
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第
一
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

発
行
者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

者
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件

要
件
の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す

の
全
て
を
満
た
す
株
式
会
社
（
以
下
「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
提
出
す
る
財

る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い

務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い

な
い
場
合
に
限
り
、
第
八
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

場
合
に
限
り
、
第
七
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
外
国
会
社
の
特
例
）

（
外
国
会
社
の
特
例
）

第
一
条
の
三

外
国
会
社
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
外
国
投
資
信
託
の

第
一
条
の
三

外
国
会
社
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
外
国
投
資
信
託
の

受
益
証
券
、
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
外
国
投
資
証
券
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

受
益
証
券
、
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
外
国
投
資
証
券
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
で
同
項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
六

る
有
価
証
券
で
同
項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
、
同
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る

号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
、
同
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
、
同
項
第
十
九
号
若
し
く
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の

有
価
証
券
、
同
項
第
十
九
号
若
し
く
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の

者
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

者
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
発
行
者

又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
発
行
者

を
い
う
。
第
九
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
出
す
る
財
務
書
類
（
中
間
財
務
書
類

を
い
う
。
第
八
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
出
す
る
財
務
書
類
（
中
間
財
務
書
類

及
び
四
半
期
財
務
書
類
を
除
く
。
同
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び

及
び
四
半
期
財
務
書
類
を
除
く
。
同
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
は
、
同
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

作
成
方
法
は
、
同
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

29

29

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
「
存
続
会
社
」
と
は
、
会
社
法
第
七
百
四
十
九
条
第
一

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
「
存
続
会
社
」
と
は
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

30

30

項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
体
を
い
う
。

八
十
六
号
）
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
及
び
こ

～

（
略
）

れ
に
準
ず
る
事
業
体
を
い
う
。

31

63

～

（
略
）

31

63

（
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
注
記
）

（
リ
ー
ス
取
引
に
関
す
る
注
記
）
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第
八
条
の
六

（
略
）

第
八
条
の
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
各
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
事
業
分
離
に
お
け
る
分
離
元
企
業
の
注
記
）

（
事
業
分
離
に
お
け
る
分
離
元
企
業
の
注
記
）

第
八
条
の
二
十
三

（
略
）

第
八
条
の
二
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
同
一
の
内

４

第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、

容
が
記
載
さ
れ
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
同
一
の
内
容
が
記
載
さ
れ
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ

そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
産
除
去
債
務
に
関
す
る
注
記
）

（
資
産
除
去
債
務
に
関
す
る
注
記
）

第
八
条
の
二
十
八

（
略
）

第
八
条
の
二
十
八

（
略
）

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
九
条

第
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
、

第
十
九
条

第
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
資
産
の
う
ち
、

未
収
収
益
、
短
期
貸
付
金
（
金
融
手
形
を
含
む
。
）
、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従

未
収
収
益
、
短
期
貸
付
金
（
金
融
手
形
を
含
む
。
）
、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従

業
員
に
対
す
る
短
期
債
権
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

業
員
に
対
す
る
短
期
債
権
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

（
流
動
資
産
に
係
る
引
当
金
の
表
示
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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第
二
十
四
条

前
条
第
一
項
第
十
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

第
二
十
四
条

前
条
第
一
項
第
十
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
）

（
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
十
一
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
十
一
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額

の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条

第
三
十
二
条
第
一
項
第
十
四
号
の
資
産
の
う
ち
、
投
資
不
動
産
（
投

第
三
十
三
条

第
三
十
二
条
第
一
項
第
十
四
号
の
資
産
の
う
ち
、
投
資
不
動
産
（
投

資
の
目
的
で
所
有
す
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
不
動
産
を
い
う
。
）
、
一
年
内
に

資
の
目
的
で
所
有
す
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
不
動
産
を
い
う
。
）
、
一
年
内
に

期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

期
限
の
到
来
し
な
い
預
金
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の

百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
の
注
記
）

（
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
の
注
記
）

第
三
十
九
条

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
受
取
手
形
及
び
売
掛
金

第
三
十
九
条

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
受
取
手
形
及
び
売
掛
金

の
合
計
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
受
取
手
形
及

の
合
計
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
受
取
手
形
及



- -6

び
売
掛
金
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
会

び
売
掛
金
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
会

社
に
対
す
る
受
取
手
形
又
は
売
掛
金
の
い
ず
れ
か
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分

社
に
対
す
る
受
取
手
形
又
は
売
掛
金
の
い
ず
れ
か
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分

の
五
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
合
計
額
の
み
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き

の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
合
計
額
の
み
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

２

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
債
権
（
受
取
手
形
、
売
掛
金
及
び

２

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
債
権
（
受
取
手
形
、
売
掛
金
及
び

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
掲
記
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
未
着

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
掲
記
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
未
着

品
、
積
送
品
、
前
払
費
用
又
は
未
収
収
益
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分

品
、
積
送
品
、
前
払
費
用
又
は
未
収
収
益
で
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分

の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
注

３

前
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
に
対
す
る
資
産
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
注

記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金
額
の
合
計
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
五
を
超
え

記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金
額
の
合
計
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
固
定
資
産
の
再
評
価
に
関
す
る
注
記
）

（
削
る
）

第
四
十
二
条

有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
再
評
価
を
行
つ
た
場

合
（
土
地
再
評
価
法
に
よ
り
事
業
用
土
地
の
再
評
価
を
行
つ
た
場
合
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
、
当
該
再
評
価
を

行
つ
た
年
月
日
、
当
該
資
産
の
再
評
価
前
の
帳
簿
価
額
、
再
評
価
額
並
び
に
再
評

価
差
額
に
関
す
る
会
計
処
理
の
方
法
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固
定
資
産
で
再
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
再
評
価
年
月
日
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
再
評
価
を
行
つ
た
事
業
年
度
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
の
金

額
が
重
要
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
事
業
用
土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
注
記
）

（
事
業
用
土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
注
記
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
二
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
九
条

流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、

第
四
十
九
条

流
動
負
債
に
属
す
る
負
債
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、

当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
未
払
配
当
金
又
は
期
限
経
過
の
未
償
還
社
債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及

た
だ
し
、
未
払
配
当
金
又
は
期
限
経
過
の
未
償
還
社
債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及

び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示

び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
別
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
別
に
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
五
十
条

前
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち
、
株
主

第
五
十
条

前
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち
、
株
主

、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務
又
は
そ
の
他
の
負

、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務
又
は
そ
の
他
の
負

債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に

債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば

つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち

、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負
債
で
、

、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負
債
で
、

そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
た
な
卸
資
産
及
び
工
事
損
失
引
当
金
の
表
示
）

（
た
な
卸
資
産
及
び
工
事
損
失
引
当
金
の
表
示
）

第
五
十
四
条
の
四

（
略
）

第
五
十
四
条
の
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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（
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
の
注
記
）

（
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
の
注
記
）

第
五
十
五
条

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
支
払
手
形
及
び
買
掛
金

第
五
十
五
条

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
支
払
手
形
及
び
買
掛
金

の
合
計
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当

の
合
計
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当

該
支
払
手
形
及
び
買
掛
金
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

該
支
払
手
形
及
び
買
掛
金
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
関
係
会
社
に
対
す
る
支
払
手
形
又
は
買
掛
金
の
い
ず
れ
か
の
金
額
が
負
債

だ
し
、
関
係
会
社
に
対
す
る
支
払
手
形
又
は
買
掛
金
の
い
ず
れ
か
の
金
額
が
負
債

及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
合
計
額

及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
合
計
額

の
み
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
み
を
注
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
債
務
（
支
払
手
形
、
買
掛
金
及
び

２

関
係
会
社
と
の
取
引
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
債
務
（
支
払
手
形
、
買
掛
金
及
び

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
掲
記
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
未
払

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
区
分
掲
記
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
未
払

費
用
又
は
前
受
収
益
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五

費
用
又
は
前
受
収
益
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
一

を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
注

３

前
二
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
に
対
す
る
負
債
で
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
注

記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金
額
の
合
計
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百

記
し
た
も
の
以
外
の
も
の
の
金
額
の
合
計
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百

分
の
五
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
企
業
結
合
に
係
る
特
定
勘
定
の
注
記
）

（
企
業
結
合
に
係
る
特
定
勘
定
の
注
記
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
同
一
の
内
容
が
記
載
さ

（
新
設
）

れ
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
当
制
限
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
八
条
の
二

削
除

第
六
十
八
条
の
二

会
社
法
以
外
の
法
律
の
規
定
又
は
契
約
に
よ
り
、
剰
余
金
の
配

当
に
つ
い
て
制
限
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
注
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
株
当
た
り
純
資
産
額
の
注
記
）

（
一
株
当
た
り
純
資
産
額
の
注
記
）
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第
六
十
八
条
の
四

（
略
）

第
六
十
八
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
売
上
原
価
の
表
示
方
法
）

（
売
上
原
価
の
表
示
方
法
）

第
七
十
五
条

（
略
）

第
七
十
五
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
の
当
期
製
品
製
造
原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
明

２

前
項
第
二
号
の
当
期
製
品
製
造
原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
明

細
書
を
損
益
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
連
結
財
務
諸
表

細
書
を
損
益
計
算
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
セ
グ
メ
ン

ト
情
報
を
注
記
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
工
事
損
失
引
当
金
繰
入
額
の
注
記
）

（
工
事
損
失
引
当
金
繰
入
額
の
注
記
）

第
七
十
六
条
の
二

（
略
）

第
七
十
六
条
の
二

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
た
な
卸
資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
に
関
す
る
記
載
）

（
た
な
卸
資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
に
関
す
る
記
載
）

第
八
十
条

（
略
）

第
八
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作

（
新
設
）

成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
区
分
掲
記
又
は
注
記
を
要
し
な
い
。

（
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
表
示
方
法
）

（
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
表
示
方
法
）

第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
要
な
費
目
と
は
、
減
価
償
却
費
及
び
引
当
金
繰

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
要
な
費
目
と
は
、
減
価
償
却
費
及
び
引
当
金
繰

入
額
（
こ
れ
ら
の
費
目
の
う
ち
そ
の
金
額
が
少
額
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

入
額
（
こ
れ
ら
の
費
目
の
う
ち
そ
の
金
額
が
少
額
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び

に
こ
れ
ら
以
外
の
費
目
で
そ
の
金
額
が
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
の
百

に
こ
れ
ら
以
外
の
費
目
で
そ
の
金
額
が
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
合
計
額
の
百
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分
の
十
を
超
え
る
費
目
を
い
う
。

分
の
五
を
超
え
る
費
目
を
い
う
。

（
研
究
開
発
費
の
注
記
）

（
研
究
開
発
費
の
注
記
）

第
八
十
六
条

（
略
）

第
八
十
六
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
減
損
損
失
の
注
記
）

（
減
損
損
失
の
注
記
）

第
九
十
五
条
の
三
の
二

（
略
）

第
九
十
五
条
の
三
の
二

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
企
業
結
合
に
係
る
特
定
勘
定
の
取
崩
益
の
注
記
）

（
企
業
結
合
に
係
る
特
定
勘
定
の
取
崩
益
の
注
記
）

第
九
十
五
条
の
三
の
三

（
略
）

第
九
十
五
条
の
三
の
三

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
連
結
財
務
諸
表
に
お
い
て
同
一
の
内
容
が
記
載
さ

（
新
設
）

れ
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
株
当
た
り
当
期
純
損
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

（
一
株
当
た
り
当
期
純
損
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
五
条
の
五
の
二

（
略
）

第
九
十
五
条
の
五
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

（
潜
在
株
式
調
整
後
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
に
関
す
る
注
記
）

第
九
十
五
条
の
五
の
三

（
略
）

第
九
十
五
条
の
五
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

（
新
設
）
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し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

第
百
七
条

（
略
）

第
百
七
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

（
新
設
）

て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
附
属
明
細
表
の
種
類
）

（
附
属
明
細
表
の
種
類
）

第
百
二
十
一
条

附
属
明
細
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
二
十
一
条

附
属
明
細
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
号
、

四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

財
務
諸
表
提
出
会
社
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

有
価
証
券
の
発
行
者
に
限
る
。
）
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
に

つ
い
て
は
、
作
成
を
要
し
な
い
（
次
条
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
。
）
。

４

財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項

第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
に
つ
い
て
は
、
作
成
を
要

し
な
い
（
次
条
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

第
七
章

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
財
務
諸
表

（
新
設
）

（
特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
の
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

第
百
二
十
七
条

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
作
成
す
る
財
務
諸
表
の
様
式
は
、
前

（
新
設
）

各
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

貸
借
対
照
表

様
式
第
五
号
の
二
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二

損
益
計
算
書

様
式
第
六
号
の
二

三

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

様
式
第
七
号
の
二

四

有
形
固
定
資
産
等
明
細
表

様
式
第
十
一
号
の
二

五

引
当
金
明
細
表

様
式
第
十
四
号
の
二

２

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
注
記
を
も
つ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
注
記
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
八
条
の
二

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
百

一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）

二

第
八
条
の
三
の
四

会
社
計
算
規
則
第
百
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）

三

第
八
条
の
三
の
五

会
社
計
算
規
則
第
百
二
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（

重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）

四

第
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
の
二

会
社
計
算
規
則
第
百
三
条
第
九
号
に
掲

げ
る
事
項

五

第
三
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条

会
社
計
算
規
則
第
百
三
条
第
六
号
に
掲
げ

る
事
項

六

第
四
十
三
条

会
社
計
算
規
則
第
百
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

七

第
五
十
八
条

会
社
計
算
規
則
第
百
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

八

第
七
十
四
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
四
条

会
社
計
算

規
則
第
百
四
条
に
規
定
す
る
関
係
会
社
と
の
営
業
取
引
に
よ
る
取
引
高
の
総
額

及
び
営
業
取
引
以
外
の
取
引
に
よ
る
取
引
高
の
総
額

（
特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
に
該
当
す
る
旨
の
記
載
）

第
百
二
十
八
条

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
作

成
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
例
財
務
諸
表
提
出
会
社
に
該
当
す
る
旨

二

前
条
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
旨
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第
八
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

（
特
定
会
社
の
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

（
特
定
会
社
の
財
務
諸
表
の
作
成
基
準
）

第
百
二
十
九
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

第
百
二
十
七
条

特
定
会
社
が
提
出
す
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法

は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
に
よ
る
。

は
、
前
各
章
の
規
定
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
三
十
条

（
略
）

第
百
二
十
八
条

（
略
）

第
九
章

（
略
）

第
八
章

（
略
）

第
百
三
十
一
条
～
第
百
三
十
四
条

（
略
）

第
百
二
十
九
条
～
第
百
三
十
二
条

（
略
）

（
注
記
の
方
法
）

（
注
記
の
方
法
）

第
百
三
十
五
条

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ

第
百
三
十
三
条

第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り

り
記
載
す
べ
き
注
記
は
、
脚
注
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

記
載
す
べ
き
注
記
は
、
脚
注
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
脚

脚
注
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

注
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
他

他
の
適
当
な
箇
所
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
適
当
な
箇
所
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
九
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
百
三
十
二
条
及
び
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規

２

第
九
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
百
三
十
条
及
び
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定

定
に
よ
り
注
記
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

に
よ
り
注
記
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。



一 財 務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 十 九 号 ）

改  正  案 現     行 

様式第五号の二 

【貸借対照表】 

（単位：  円）

前事業年度 当事業年度 

（平成 年 月 日） （平成 年 月 日） 

 資産の部 

  流動資産 

   現金及び預金 ××× ×××

   受取手形  ××× ×××

   売掛金   ××× ×××

   有価証券  ××× ×××

   商品及び製品  ××× ×××

   仕掛品   ××× ×××

   原材料及び貯蔵品 ××× ×××

   前払費用  ××× ×××

   繰延税金資産 ××× ×××

   その他 ××× ×××

   貸倒引当金  △××× △×××

流動資産合計  ××× ×××

  固定資産 

   有形固定資産 

    建物  ××× ×××

    構築物  ××× ×××

    機械及び装置 ××× ×××

    車両運搬具 ××× ×××

    工具、器具及び備品 ××× ×××

    土地  ××× ×××

    リース資産 ××× ×××

    建設仮勘定 ××× ×××

    その他 ××× ×××

有形固定資産合計 ××× ×××

   無形固定資産 

    ソフトウエア  ××× ×××

    リース資産  ××× ×××

    のれん  ××× ×××

    その他  ××× ×××

    無形固定資産合計 ××× ×××

   投資その他の資産 

    投資有価証券 ××× ×××

    関係会社株式 ××× ×××

    長期貸付金 ××× ×××

（新設）



    繰延税金資産 ××× ×××

    その他   ××× ×××

    貸倒引当金 △××× △×××

投資その他の資産合計 ××× ×××

   固定資産合計  ××× ×××

  繰延資産 

   社債発行費 ××× ×××

   繰延資産合計 ××× ×××

  資産合計   ××× ×××

 負債の部 

  流動負債 

   支払手形  ××× ×××

   買掛金   ××× ×××

   短期借入金 ××× ×××

   リース債務 ××× ×××

   未払金   ××× ×××

   未払費用  ××× ×××

   未払法人税等 ××× ×××

   前受金   ××× ×××

   預り金   ××× ×××

   前受収益  ××× ×××

   ××引当金 ××× ×××

   その他  ××× ×××

   流動負債合計  ××× ×××

  固定負債 

   社債   ××× ×××

   長期借入金 ××× ×××

   リース債務 ××× ×××

   ××引当金 ××× ×××

   その他 ××× ×××

   固定負債合計 ××× ×××

  負債合計   ××× ×××

 純資産の部 

  株主資本 

   資本金   ××× ×××

   資本剰余金 

    資本準備金 ××× ×××

    その他資本剰余金 ××× ×××

資本剰余金合計 ××× ×××

   利益剰余金 

    利益準備金 ××× ×××

    その他利益剰余金 

     ××積立金 ××× ×××

     繰越利益剰余金 ××× ×××

    利益剰余金合計 ××× ×××



   自己株式  △××× △×××

   株主資本合計  ××× ×××

  評価・換算差額等 

   その他有価証券評価差額金 ××× ×××

   繰延ヘッジ損益 ××× ×××

   土地再評価差額金 ××× ×××

   評価・換算差額等合計 ××× ×××

  新株予約権  ××× ×××

  純資産合計  ××× ×××

 負債純資産合計  ××× ×××

（記載上の注意）

 １．上記の様式は、会社計算規則第３編第２章の規定に基づいて記載すること。

２．上記の様式によりがたい場合には、当該様式に準じて記載すること。

 ３．新株式申込証拠金又は自己株式申込証拠金がある場合には、純資産の部の株主資本の内訳項目として

区分掲記すること。

４．ファイナンス・リース取引の貸主側の場合には、リース債権又はリース投資資産により表示すること。

５．資産除去債務については、１年内に履行されると認められるものは、流動負債において資産除去債務

により表示し、それ以外のものは、固定負債において資産除去債務により表示すること。

６．工事損失引当金の残高は、貸借対照表に流動負債として計上すること。ただし、同一の工事契約に係

る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金と

して流動資産又は流動負債に表示することができる。



改  正  案 現     行 

様式第六号の二 

【損益計算書】 

（単位：  円）

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 年 月 日 （自 平成 年 月 日 

至 平成 年 月 日） 至 平成 年 月 日） 

売上高     ××× ×××

売上原価    ××× ×××

売上総利益（又は売上総損失） ××× ×××

販売費及び一般管理費 ××× ×××

営業利益（又は営業損失） ××× ×××

営業外収益 

 受取利息及び受取配当金 ××× ×××

 その他 ××× ×××

 営業外収益合計 ××× ×××

営業外費用 

 支払利息   ××× ×××

 その他 ××× ×××

 営業外費用合計 ××× ×××

経常利益（又は経常損失） ××× ×××

特別利益 

 固定資産売却益 ××× ×××

 その他 ××× ×××

 特別利益合計 ××× ×××

特別損失 

 固定資産売却損 ××× ×××

 減損損失   ××× ×××

 その他 ××× ×××

 特別損失合計 ××× ×××

税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） ××× ×××

法人税、住民税及び事業税 ××× ×××

法人税等調整額  ××× ×××

法人税等合計 ××× ×××

当期純利益（又は当期純損失） ××× ×××

（記載上の注意）

１．上記の様式は、会社計算規則第３編第３章の規定に基づいて記載すること。

２．上記の様式によりがたい場合には、当該様式に準じて記載すること。 

（新設）



改
 
 
正
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
行
 

様式第七号の二 

 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

（単位：  円）

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期変動額 

新株の発行 ××× ×××  ×××      ×××      ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××      △××× 

当期純利益       ××× ×××  ×××      ××× 

自己株式の処分   ××× ×××      ××× 

………………          ××× 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

（
新
設
）



当事業年度（自 平成  年  月  日 至 平成  年  月  日） 

(単位：  円）

 株主資本 評価・換算差額等 新株予 

約権 

純資産 

合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 

本合計 

その他 

有価証 

券評価 

差額金 

繰延ヘ 

ッジ損 

益 

土地再 

評価差 

額金 

評価・ 

換算差 

額等合 

計 

資本準 

備金 

その他 

資本剰 

余金 

資本剰 

余金合 

計 

利益準 

備金 

その他利益剰余 

金 

利益剰 

余金合 

計 
××積 

立金 

繰越利 

益剰余 

金 

当期首残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期変動額 

新株の発行 ××× ×××  ×××  ×××   ××× 

剰余金の配当     ×××  △××× △×××  △×××   △××× 

当期純利益       ××× ×××  ×××   ××× 

自己株式の処分 ××× ×××      ××× 

………………        ××× 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純額） 
          ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期変動額合計 ××× ××× － ××× ××× － ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

当期末残高 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× △××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 

（記載上の注意） 

１．上記の様式は、会社計算規則第３編第４章の規定に基づいて記載すること。 

２．株主資本等変動計算書の表示区分は、貸借対照表の純資産の部における各項目との整合性に留意すること。 

３．遡及適用又は修正再表示（以下３．において「遡及適用等」という。）を行つた場合には、前事業年度の期首残高に対する累積的影響額及び遡及適用等の後の期首残高を区

分表示すること。 

４．上記の様式によりがたい場合には、当該様式に準じて記載すること。 



改  正  案 現     行 

様式第十一号 

【有形固定資産等明細表】 

（略） 

（記載上の注意） 

１．～５． （略） 

６．特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正

が行われた場合には、当該再評価差額等については、「当期首残高」、「当期増加額」又は「当

期減少額」及び「当期末残高」の欄に内書（括弧書）として記載し、その増減の事由を欄外に記

載すること。 

７．～11． （略） 

様式第十一号 

【有形固定資産等明細表】 

（略）

（記載上の注意） 

１．～５． （略） 

６．特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正

が行われた場合には、当該再評価差額等については、「当期増加額」又は「当期減少額」の欄に

内書（括弧書）として記載し、その増減の事由を欄外に記載すること。 

７．～11． （略） 



改  正  案 現     行 

様式第十一号の二 

【有形固定資産等明細表】 

（単位：円） 

区 分
資産の 

種 類 

当期首 

残高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当 期 

償却額 

当期末 

残高 

減価償却累

計額 

有形固

定資産

計 

無形固

定資産

計 

（記載上の注意） 

１．重要な増減額がある場合には、その理由を注記すること。 

２．特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正

が行われた場合には、当該再評価差額等については「当期首残高」、「当期増加額」又は「当期

減少額」及び「当期末残高」の欄に内書（括弧書）として記載し、その増減の事由を欄外に記載

すること。 

３．固定資産の減損に係る会計基準に基づき減損損失を認識した場合には、貸借対照表における表

示（直接控除形式又は間接控除形式）にあわせて以下のとおり記載すること。 

  直接控除形式により表示する場合については、当期の減損損失の金額を「当期減少額」に含め

て記載し、その額を内書（括弧書）として記載すること。また、間接控除形式により表示する場

合については、当期の減損損失の金額を「当期償却額」に含めて記載し、その額を内書（括弧書）

として記載すること。 

４．当期首残高又は当期末残高について、取得価額により記載する場合には、その旨を記載するこ

と。 

（新設）



改  正  案 現     行 

様式第十四号の二 

【引当金明細表】 

（単位：円） 

科 目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

（記載上の注意） 

１．当期首又は当期末のいずれかに引当金（退職給付引当金を除く。）の残高がある場合にのみ作

成すること。 

２．当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載すること。 

（新設）



改  正  案 現     行 

様式第十五号 

【資産除去債務明細表】 

（略） 

（記載上の注意） 

１． （略）

２．本明細表に記載すべき事項が第８条の 28 第１項に規定する注記事項として記載されている場合に

は、その旨を記載することにより本明細表の記載を省略することができる。 

様式第十五号 

【資産除去債務明細表】 

（略）

（記載上の注意） 

１． （略）

２．本明細表に記載すべき事項が第８条の 28 に規定する注記事項として記載されている場合には、

その旨を記載することにより本明細表の記載を省略することができる。 


